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・
先
物
取
引
に
関
す
る
申
告

・
過
年
度
分
の
申
告

・
平
成
21
年
中
に
死
亡
さ
れ
た
方
の
申
告
な
ど

　
①
印
鑑

②
平
成
21
年
１
月
か
ら
12
月
ま
で
の
収
支
計
算

の
分
か
る
書
類

③
給
与
所
得
が
あ
っ
た
方
は
、
源
泉
徴
収
票　

　

（
原
本
）

④
社
会
保
険
料
、
生
命
保
険
料
、
個
人
年
金

保
険
料
、
地
震
保
険
料
、
国
民
年
金
保
険
料
、

国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険
料
な
ど
の
払

込
証
明
書

　　

平
成
18
年
11
月
に
行
っ
た
「
農
業
所
得
に
関

す
る
お
尋
ね
」で「
４
農
業
所
得
計
算
を
収
支
計

算
に
よ
り
計
算
し
ま
す
」
を
選
択
さ
れ
た
方
は
、

「
収
支
計
算
に
よ
る
申
告
」と
な
り
ま
す
。
ま

た
、「
２
所
得
は
あ
り
ま
せ
ん
」ま
た
は
「
３
農

業
所
得
は
０
円
と
し
て
申
告
し
ま
す
」
を
選
択

さ
れ
た
方
も
、
平
成
21
年
中
の
農
業
収
支
が
経

費
金
額
を
超
え
る
場
合
は
「
収
支
計
算
に
よ
る

申
告
」
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。
な
お
、
昨
年
１
年
間
の
収
入
金
額
か
ら

必
要
経
費
（
支
出
金
額
）
を
差
し
引
い
た
残
額

が
所
得
金
額
に
な
り
ま
す
の
で
、
収
入
・
支
出

そ
れ
ぞ
れ
自
分
で
集
計
し
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

○
医
療
費
控
除
の
申
告
を
さ
れ
る
方
や
、
事
業

　

・
農
業
所
得
な
ど
を
申
告
さ
れ
る
方
は
、
金

額
や
収
支
の
内
訳
な
ど
の
集
計
を
事
前
に
済

ま
せ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

○
「
市
民
税
・
県
民
税
申
告
書
」
が
必
要
な
方

は
郵
送
し
ま
す
の
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

（
申
告
会
場
に
も
申
告
書
を
用
意
し
て
い
ま
す
）

○
期
限
間
近
に
な
る
と
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、

早
め
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
市
民
税
・
県
民
税
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課
市
民
税
担
当（
内
線
２
３
１・２
３
２
）

　

所
得
税
の
確
定
申
告
は
、
１
月
１
日
か
ら
12

月
31
日
ま
で
の
１
年
間
に
生
じ
た
す
べ
て
の
所

得
と
、
そ
の
所
得
に
対
す
る
所
得
税
の
額
を
計

算
し
、
申
告
期
限
ま
で
に
確
定
申
告
書
を
提
出

し
て
、
源
泉
徴
収
さ
れ
た
税
金
な
ど
と
の
過
不

足
額
を
精
算
す
る
手
続
き
で
す
。

　

前
々
年
の
課
税
売
上
高
が
１
千
万
円
を
超
え

る
個
人
事
業
者
の
方
は
、
消
費
税
の
納
税
義
務

者
（
課
税
事
業
者
）
と
な
り
、
翌
年
の
３
月
末

日
ま
で
に
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
と
な

り
ま
す
。
（
平
成
21
年
分
消
費
税
の
確
定
申
告

に
つ
い
て
は
、
平
成
19
年
の
課
税
売
上
高
で
判

断
し
ま
す
）

　

行
田
税
務
署
で
は
、
平
成
21
年
分
の
所
得
税

の
確
定
申
告
の
相
談
お
よ
び
申
告
書
の
受
け
付

け
を
２
月
16
日
㈫
か
ら
３
月
15
日
㈪
ま
で
、
消

  

申
告
相
談
に
お
持
ち
い
た
だ
く
も
の

  

農
業
所
得
の
申
告
方
法

  

そ
の
他

費
税
に
つ
い
て
は
３
月
31
日
㈬
ま
で
行
い
ま
す
。

　

な
お
、「
青
色
申
告
決
算
書
の
作
成
」「
収
支

内
訳
書
の
作
成
」「
医
療
費
控
除
の
領
収
書
の

集
計
」な
ど
は
、事
前
に
準
備
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
期
限
間
近
に
な
る
と
大
変
混
雑
し
ま

す
の
で
、
早
め
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
行
田
税
務
署
は
駐
車
場
が
限
ら
れ
て
い
ま
す

　

の
で
、
車
で
の
来
署
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

　　

納
税
は
、
安
全
・
便
利
・
確
実
な
振
替
納
税

の
利
用
を
お
勧
め
し
ま
す
。
ま
た
、
還
付
金
の

受
け
取
り
は
、
銀
行
口
座
へ
の
振
り
込
み
が
便

利
で
す
。な
お
、振
替
納
税
お
よ
び
還
付
金
の
受

取
口
座
は
、
本
人
名
義
の
口
座
に
限
ら
れ
ま
す
。

　 

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
の
画
面

案
内
に
従
っ
て
金
額
な
ど
を
入
力
す
れ
ば
、
税

額
な
ど
が
自
動
計
算
さ
れ
、
所
得
税
や
消
費
税

の
申
告
書
、
青
色
申
告
決
算
書
、
収
支
内
訳
書

な
ど
が
作
成
で
き
ま
す
。
電
子
申
告（
ｅ
ー

Ｔ
ａ

ｘ
）の
事
前
準
備
が
お
済
み
の
方
は
、
こ
の
コ

ー
ナ
ー
で
作
成
し
た
申
告
書
な
ど
の
デ
ー
タ
を

自
宅
か
ら
税
務
署
に
送
信
で
き
ま
す
。

　　

平
成
20
年
分
の
所
得
税
・
消
費
税
確
定
申
告

書
を
税
務
署
の
パ
ソ
コ
ン
を
利
用
し
て
申
告
し

た
方
、
ま
た
は
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利

用
し
て
書
面
に
よ
り
申
告
し
た
方
は
、
申
告
書

な
ど
を
送
付
す
る
代
わ
り
に
、
「
利
用
者
識
別

番
号
」
や
「
予
定
納
税
額
」
な
ど
の
、
申
告
時

に
必
要
な
情
報
を
記
載
し
た
「
お
知
ら
せ
は
が

き
」
を
送
付
し
ま
す
。

　

お
知
ら
せ
は
が
き
が
届
い
た
方
で
、
税
務
署

な
ど
の
申
告
会
場
へ
お
越
し
の
場
合
、
必
ず
こ

の
は
が
き
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
所
得
税
・
消
費
税
お
よ
び
電
子
申
告
の
利
用

　

方
法
な
ど
の
問
い
合
わ
せ　

行
田
税
務
署
☎

　

５
５
６―

２
１
２
１
（
自
動
音
声
案
内
）

　
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

所
得
税
お
よ
び
消
費
税
の
確
定
申
告
を
す
る
方
へ

e-Taxは便利！

  

所
得
税
の
確
定
申
告
と
は

  

消
費
税
の
確
定
申
告
と
は

  

平
成
21
年
分
の
所
得
税
お
よ
び

　
　
　
　
　
　

消
費
税
の
確
定
申
告

  

納
税
は
口
座
振
替
・
還
付
金
は
口
座
振
込
で

  
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申
告
書
等　

　
　
　
　
　

 

作
成
コ
ー
ナ
ー
」
の
ご
利
用
を

  

お
知
ら
せ
は
が
き
の
送
付


